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障害福祉計画

障害者計画
（障害者基本計画）

第２期

伊予市障害福祉計画
　　　   を策定しました

　障害者自立支援法の施行を受け策定された「伊予市障害福祉計画（第１期計画）」の後、福祉施設の新体系

への移行が進んでいないことや、障害者の地域生活への移行及び一般就労への移行が進んでいないことな

どがみられ、また障害者への虐待防止に対する取り組みなどが一層求められてきています。

　こうした課題等に対応し、障害福祉サービスの充実を図るため、「伊予市第２期障害福祉計画」を策定し

ました。

第２期計画第１期計画

新市第１期計画

　関係者の幅広い意見を反映するため、障害者団体の代表、学識経験者、事業者の代表等により構成され

る「地域自立支援協議会」において、内容を検討しました。

　また、障害者や介護者に対するアンケート調査を実施し、パブリックコメントも実施しました。

　「このまちで支え合い ともに生きる 自分らしい暮らし」と掲げ、障害者が地域の一員として、一人ひとり

が自分らしく生きることができるまちづくりを目指します。この基本理念により、すべての人が“自分らし

い生き方”を実現し、地域の中の暮らしを通して、“互いに支え合いながら思いやりのある”まちづくりを進

めていきます。

　３つの視点を大切にしながら、市民一人ひとりの

「心とこころ」をつなげて、障害者の自立と社会参加

の実現を目指します。
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自 助
自分ができることを実現

していきます。

障害者の自立と社会参加

○福祉施設の入所者の地域生活への移行

○入院中の精神障害者の地域生活への移行

○福祉施設から一般就労への移行

○障害福祉サービスの必要見込量確保のための支援策

（訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス）

○地域活動生活支援事業の必要見込量確保のための支援策

　地域のすべての人が、個々の役割と責任のもと、それぞれの力を発揮し、結びつくことで、「だ

れもが自分らしく暮らせ、お互いが支え合う、思いやりのあるまち」を創りあげていきます。

伊予市市民福祉部福祉課（☎９８２－１１１１、内線５５６）

※詳細はお問い合わせください。概要版を用意しています。

伊予市シルバー人材センターからのお知らせ
■こんな仕事を引き受けます

　豊かな知識・経験・技能を持った会員が、

○屋内外の一般作業（除草、清掃、エアコンクリーニング）

○サービス分野（家事援助）

○技術分野（せん定、簡単な大工作業、網戸・障子の張り替え）

○事務分野（毛筆筆耕、受付事務）

○管理分野（駐車場・マンションの管理）

○農作業の手伝い　　など、さまざまな分野の仕事を引き受けます。

■まずはお電話ください

　仕事の依頼は、お電話でお気軽にご相談ください。その際に、①氏名 ②住所 ③連絡先 ④仕事

内容 ⑤希望日時・期間 ⑥就業場所 ⑦必要人員を明確にお伝えください。

■会員を募集しています

　６０歳以上で、伊予市在住の健康で働く意欲のある方ならどなたでも入会できます。

■問い合わせ　（社）伊予市シルバー人材センター（☎９４６－７３７７）

行動指針

平成２３年度の目標

問い合わせ

共 助
お互いに理解し、支え合

い、協働していきます。

公 助
必要な施策を総合的に実

施していきます。

(�) 広報いよし


